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山 上 妹 尾 重 寿 福 栄 山 本 昌 樹 
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欠席した委員 多 里 新 田 和 之   

議事録署名委員 ５ 番 加 藤 幸 児 ６ 番 塩 見 真 由 美 

出席した職員 事務局長   高 橋 裕 次 主 事 山 田 祐 志 

    

 

日程及び提出議案の題目 

１．開     会  

２．挨     拶  

３．議事録署名委員選任  

４．報 告 事 項  

報告第１号 利用権設定に係る軽微な変更について 

５．議     事  

  議案第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条に基づく利用集積計画の決定について 

  議案第２号 農地中間管理事業の促進に関する法律第１９条に基づく農用地利用配分

計画案の意見照会に対する回答について 

６．協 議 事 項  

  協議第１号 農業委員・農地利用最適化推進委員等の公務災害補償制度の加入につい

て 

協議第２号 農地パトロールの実施について 

協議第３号 農業者年金受給者の状況確認について 

７．そ  の  他  

８．閉     会  



開   会 高橋事

務局長 

 定刻より早いですが、予定しておられる委員の皆さんの出席が確認でき

ておりますので、令和４年度第５回日南町農業委員会総会を開催いたしま

す。 

 まず初めに欠席の方の報告をさせていただきます。新田推進委員ですが

所用のため欠席届が出ております。 

それでは梅林会長よりご挨拶を頂戴いたします。 

挨   拶 議 長  皆さんおはようございます。昨日行われました参議院選挙は、自公の圧

勝で終わりましたが、それに先立ち安倍元総理への蛮行のニュースは日本

中を驚かせました。長年の経験を次期リーダーに受け伝える使命を打ち閉

ざしたと思います。 

 現在、県農業会議の常設審議委員として毎月倉吉での会議に出席してい

ます。 

 常設審議とは、各市町村の農業委員会より鳥取県に提出された 3,000 平

米以上の農地法 4条、5条案件の審議をする会議です。 

また、5,000 平米以上の案件は現地調査もして審議しますが、毎月の審議 

案件数は平均 2案件程度です。 

この会で、県が毎月農地転用許可の状況報告をしますが、この 6 月に報告

があった本年度 2 か月分の数字は、4 条案件が 2 件、56.9 ㎡、5 条案件 50

件、42,571㎡で、この内、農業会議の意見聴取分が 2件、10,738㎡でした。 

 目的別内訳は、住宅案件が 23 件、公的施設 1 件、駐車場 12 件、資材置

場等 4 件、通常の太陽光発電施設 6 件、営農型太陽光発電施設が 2 件、墓

地が 2件等の内訳でした。 

 次に、日南町議会の経済福祉常任委員会より申し出で、今月 14日に新し

い農業委員会との意見交換会をしたいとの申し入れがありましたので、受

け入れることといたしました。詳細についてはこの後事務局より説明いた

しますが、過去 9 年間で議会との意見交換は一度もなかったと思います。

農業委員会長の議会招致は少なくとも 3回はあったように思います。 

以上、ご報告申し上げまして第 5 回日南町農業委員会総会を開催いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

議事録署名

委員選任 

議 長 日南町農業委員会会議規則第３０条の規定により、議長が指名するとし、

5番 加藤農業委員、6番 塩見農業委員を指名した。 

報告第１号 議 長  続いて報告事項に移ります。報告第１号 利用権設定に係る軽微な変更

について事務局お願いします。 

主 事  報告第１号 利用権設定に係る軽微な変更についてです。今月は 1 件に

なります。 

 報告 1、利用権設定をする者が△△の○○○さん、中間管理機構を通じて

一般社団法人□□□が借り受けられている、農地の所在地が△△×××番

地の他合計で 3 筆、小作料の変更ということで水張反当◇◇◇円の契約で

したが、使用貸借に変更されます。以上です。 



議 長  報告第１号についてご質問、ご意見がございますか。無いようですので

報告事項を終わります。 

議案第１号 議 長  続いて議事に移ります。議案第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条

に基づく利用集積計画の決定について事務局お願いします。 

主 事  議案第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条に基づく利用集積計画の

決定についてです。農用地利用集積計画について町長より諮問があったの

で審議を求めるものになります。 

 資料 5ページの総括表ですが、機構を通じた新規の契約が 1件、1,105㎡

です。 

 資料 6ページ、農地利用集積計画の詳細についてです。 

 申請番号 1、農地の所在地が△△×××番地、田が 1筆、面積が 1105㎡、

貸付人が△△の○○○さん、借受人が鳥取県農業農村担い手育成機構、水

稲作付、水張反当◇◇◇円、令和 4年 9月 1日から令和 19年 12月 31日ま

での契約となります。以上です。 

議 長  議案第１号について説明が終わりました。ご質問、ご意見がございます

か。無いようですので採決に移ります。議案第１号について賛成の方の挙

手を求めます。 

 （全員挙手）全員異議のないことを確認して、議案第１号は承認された。 

議案第２号 議 長  議案第２号 農地中間管理事業の促進に関する法律第１９条に基づく農

用地利用配分計画案の意見照会に対する回答について事務局お願いしま

す。 

主 事  議案第２号 農地中間管理事業の促進に関する法律第１９条に基づく農

用地利用配分計画案の意見照会に対する回答についてです。資料 8ページ、

利用集積及び利用配分計画実績集計表をご覧いただけたらと思います。本

日、利用権設定 1件、配分計画 1件の 1105㎡、配分率 100％となります。 

 資料 9ページが詳細になります。整理番号 1、権利の設定を受ける者が△

△の株式会社□□□、権利を設定する農用地が△△×××番地、田が 1筆、

面積が 1105㎡、賃借権、水田の利用で契約期間が令和 4年 9月 1日から令

和 19年 12月 31日までの 15年 4ヶ月、水張反当◇◇◇円です。以上です。 

議 長 議案第２号についてご質問、ご意見がございますか。無いようですので

採決に移ります。議案第２号について賛成の方の挙手を求めます。 

 （全員挙手）全員異議のないことを確認して、議案第２号は承認された。 

協議第１号 議 長 続いて協議事項に移ります。協議第１号 農業委員・農地利用最適化推

進委員等の公務災害補償制度の加入について事務局お願いします。 

主 事 協議第１号 農業委員・農地利用最適化推進委員等の公務災害補償制度

の加入についてです。毎年Ａ型を 2 口加入しておりますので、今年も引き

続き同様に加入したいと思っております。保険料につきましては来月の報

酬から引去りさせていただけたらと思うものになります。制度の内容につ

いては資料 12,13 ページをご覧いただけたらと思います。以上よろしくお



願いします。 

補足説明として、今年 5月 19日に改選となっておりますので新しい方へ

の引継ぎが発生しており、5 月 19 日付けで引継ぎをしておりますので、遅

くなりましたが、ご報告いたします。 

議 長 協議第１号についてご質問、ご意見がございますか。 

毎年加入しておりますので、全員加入したいと思います。よろしくお願

いします。次に移ります。 

協議第２号 議 長 協議第２号 農地パトロールの実施について事務局お願いします。 

主 事  協議第２号 農地パトロールの実施についてです。調査の進め方ですが、

調査区ごとに農業委員、推進委員と事務局で各農地をチェックしていくよ

うになります。例年お盆明けから各地域半日程度で行わせていただいてお

ります。本日総会後に地区ごとの日程を調整していただけたらと思います。

正式な日程については 8 月の総会でお知らせするところになります。予定

としては 8 月 18 日木曜日から 8 月 26 日金曜日で調整をお願いしたいと思

います。確認個所については追ってお伝えする形にさせていただけたらと

思います。よろしくお願いします。 

議 長  協議第２号について事務局が説明しましたように、地区ごとに日程を調

整していただいて、事務局に報告をお願いします。 

次に移ります。 

協議第３号 議 長  協議第３号 農業者年金受給者の状況確認について事務局お願いしま

す。 

主 事  協議第３号 農業者年金受給者の状況確認についてです。地域ごとにま

とめたものを配布しております、経営移譲年金を受給されておられるリス

トになります。ご確認お願いいたします。経営がされていないかという確

認をしていただきたいと思います。変更等ある場合には年金の受給が一部

停止することもあります。わかる範囲で構いませんので教えていただけた

らと思います。以上です。 

議 長  協議第２号についてご質問、ご意見はございますか。わかる範囲で構い

ませんので、チェックをお願いします。今日でもわかれば事務局に提出お

願いします。 

議 長  その他皆さんから協議事項がありましたらお願いします。無いようです

ので、私からよろしいでしょうか。 

 これまでの総会は農地部会や農政部会等で協議されないまま上程されて

いましたが、これからは農地部会等で協議した上で総会に上程していただ

きたいと思います。この後農地部会を開催する予定になっておりますが、

非農地案件等は農地部会を経て総会に上程するようにしていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

そ の 他 議 長 その他事務局お願いします。 



 高橋事

務局長 

先ほど議長からもお話がありましたように総会終了後農地部会を開催し

たいと思いますので、委員の方は第 3 会議室にお集まりいただきますよう

お願いいたします。 

次回総会は、令和４年８月１０日（水）午前９時から開会予定です。よろ

しくお願いいたします。 

また、冒頭の挨拶でもありましたように議会との意見交換会を 7月 14日

木曜日 午後 1時 30分より 2階第 2会議室で調整を進めております。議会

の参集につきましては経済福祉常任委員会 6 名の方、農業委員会からは農

業委員 10名の方との意見交換会となります。この度、改選になられた委員

の皆様が多いということで顔合わせを含めた意見交換会を行いたいという

議会事務局からの申し出でございます。意見交換会の内容につきましては

現在の日南町の農業の現状や課題、農業施策に意見や要望等、農業委員の

意見をいただきながら議会としての農業施策に反映していきたいというこ

とでした。 

資料につきましては、以前農業委員会で作成いたしました「日南町農業

の将来ビジョン」に基づきながら意見交換会をさせていただけたらと考え

ております。よろしくお願いいたします。以上です。 

主 事 失礼します。本日皆様に農地パトロール用のポロシャツのチラシを配布

しております。ぜひご購入いただいて農地パトロールでの着用をお願いで

きればと思います。 

また、本日の資料に「利用状況調査の実施に伴う農地・非農地の判断につ

いて」ということで、昨年度、県農業会議から頂いた資料になります。農地

パトロールの判断の参考にしていただければと思います。以上です。 

議 長 その他皆さんからありますでしょうか。 

（3番 木山農業委員挙手）3番 木山農業委員。 

木山農

業委員 

農業者年金受給者状況調査についての現況確認ということですが、実際

日南町におられなくて名前だけ変わっている状況ですので、どういったよ

うに確認をすればいいでしょうか。 

高橋事

務局長 

現状を事務局に伝えていただければ、その後のことについては事務局で

対応いたします。状況だけで構いません。 

議 長 現在農業者年金受給者は 61名です。現在農業者年金を掛けておられる方

は 13名です。この数字を見ても農業者が少ないんだということがわかる状

況です。 

閉  会 議 長 皆さんからその他ありますでしょうか。無いようですので、以上を持ち

まして令和４年度第５回 日南町農業委員会総会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

 

 

 

 



 

 上記、会議の次第を記録して、その相違ない事を証明するため署名する。 

 

令和４年 月 日 
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日南町農業委員会  委 員 

 

日南町農業委員会  委 員 

 


